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新株予約権方式による株式報酬型ストックオプションの割当に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、商法第280条ノ20、商法第280条ノ21および平成18年3月

24日開催の当社第44期定時株主総会決議に基づき、当社の取締役および執行役員に対し、株式報

酬型ストックオプションとして新株予約権の割当に関して、具体的内容を下記のとおり決議いた

しましたのでお知らせします。 

記 

１．新株予約権の名称 

   ダイナパック株式会社 2006 年 4 月発行新株予約権（株式報酬型ストックオプション） 

２．新株予約権の目的となる株式の種類および数 

当社普通株式 83,000 株 

ただし、当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次

の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使さ

れていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われる。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率 

（調整後生じる 1 株未満の端株は切り捨てる。） 

また、上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併または

その他組織変更を行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適

切に調整される。 

３．新株予約権の数 

83 個 

（新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数 1,000 株。ただし、前項に定める株式の数の調

整を行った場合は、同様の調整を行う。） 

４．各新株予約権の発行価額及び発行日 

各新株予約権は無償で発行するものとし、これを発行する日（以下、「発行日」という。）は

平成 18 年 4 月 11 日とする。 

５．新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額 

各新株予約権の払込金額（以下「行使価額」という。）は、新株予約権の行使により発行ま

たは移転する株式の数に 1 円を乗じた金額とする。なお、新株予約権発行日後に、当社が株式

の分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による 1 円未満の端

数は切り上げる。 

 
調整後行使価額＝調整前行使価額× 

    １    
分割・併合の比率 



６．各新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 

   83,000 円 

７．新株予約権の行使期間 

平成 18 年 5 月 1 日から平成 48 年 4 月 30 日までとする。 

８．新株予約権の行使条件 

① 対象者は、新株予約権を割当てられた時に就任していた当社の取締役または執行役員を

退任したときに限り、新株予約権を行使することができる。なお、この場合、対象者は、

対象者が上記の取締役または執行役員を退任した日の翌日（以下「権利行使開始日」と

いう。）から当該権利行使開始日より 10 日間を経過する日までの間に限り、新株予約権

を行使できる。 

ただし、当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の

議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合には、当該承認日の翌

日から 10 日間に限り、新株予約権を行使できる。 

② 対象者は、新株予約権を質入れ、その他一切の処分をすることができない。 

③ 対象者が死亡した場合、対象者の相続人のうち、対象者の配偶者、子、一親等の直系尊

属に限り新株予約権を行使することができる。 

ただし、相続人は、当該対象者が死亡退任した日の翌日から 3 ヵ月を経過する日までの

間に限り、新株予約権を行使することができる。 

④ 新株予約権の一部行使は認めない。 

⑤ この他の権利行使の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予

約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 

９．新株予約権の消却事由および条件 

① 対象者が上記８①のただし書以降に定める当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完

全子会社となる株式交換契約書または株式移転の議案が、承認された株主総会日の翌日

から 10 日間の行使期間を経過した日の翌日以降においても存在する新株予約権は消却

することができる。この場合、当該新株予約権は無償で消却する。 

② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄し

た場合は、当該新株予約権を無償で消却することができる。 

10．新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 

11．新株予約証券の発行 

   新株予約証券は、新株予約権者の請求があるときに限り発行するものとする。 

12．新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において発行価額中資本に組み 

入れる額 

   資本に組み入れる額は 1 株あたり1 円とする。 

13．新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合における利益配当の計算 

   新株予約権の行使により発行される当社普通株式に対する最初の株主配当金は、新株予約権

の行使の日の属する営業年度の初めに株式の発行があったものとみなしてこれを支払う。 

16．割当先の概要 

   当社の取締役および執行役員の合計 20 名に割当てる。 

以 上 


